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                                                            (Ⅰ第92101号) 

公益社団法人 秋田県農業公社                      

建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札公告 

 

 

次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、公益社団法人秋田県農業公社

建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札実施要綱の第３条の規定によ

り公告する。 

 

令和８年６月１７日 

 

公益社団法人秋田県農業公社 

理事長  齋 藤 了 

 

１ 入札の方法 

本業務は、入札参加資格確認申請、入札等の手続を紙入札方式により行う。 

 

２ 入札参加資格 

(1) 入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

②秋田県建設コンサルタント業務等入札制度実施要綱（平成５年３月３０日監第

１９７３号。以下「入札制度要綱」という。）第４条第１項に規定する資格者名

簿（別紙「発注概要書」に示す業務部門に限る。）に登載されていること。 

② 入札制度要綱第１条の2第４項第２号に掲げる法令等の規定による登録（発注

概要書に示す法令等の規程による登録に限る。）を有すること。 

④競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、「秋

田県建設工事入札参加資格者指名停止基準」に基づく指名停止又は「指名の基準

に関する運用基準について」に基づく指名差し控えの措置を受けていないこと。 

⑤会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てが

なされている者（手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑥秋田県に納付（納入）すべき県税に滞納がない者であること、及び社会保険に

加入し、かつ社会保険料に滞納がない者（適用除外事業所を除く。）であること。 

⑦配置予定技術者（発注概要書の入札参加者の資格に示す配置予定技術者をいう。）

は、入札参加申込申請期限の日以前に３月以上の直接かつ恒常的な雇用関係にあ

る者とする。 

⑧その他の入札参加資格要件は、発注概要書に記載のとおりであること。 

(2) 業務別に定める要件 

 発注概要書に記載のとおりとする。 
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３ 入札参加資格確認申請等 

（１）入札参加申請に必要な資料等の配布 

公益社団法人秋田県農業公社ホームページからのダウンロードによる。 

（２）入札参加資格申請書の提出 

入札に参加しようとする者は、発注概要書に従い競争入札参加資格確認申請書

及び入札参加資格確認資料（以下「入札参加資格確認申請書等」という。）を発

注概要書に示す期限内に郵送又は持ち込みにより１部提出すること。ＦＡＸ、メ

ールでの提出も可とするが、入札時に正規書類を提出のこと。 

（３）入札参加資格の確認 

入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行

う必要がある入札参加者（以下「落札候補者」という。）について行い、その

他の者についての確認は行わないものとする。 

（４）入札参加の辞退 

入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札

者が決定されるまでの間において入札参加資格を失効したとき、または、入札

参加を辞退するときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはそ

の旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

（５）設計図書等の閲覧 

① 本業務に係る仕様書、図面、契約事項、金額を記載しない内訳書、入札心  

得（以下「設計図書等」という。）の閲覧は、公益社団法人秋田県農業公

社ホームページ上による。 

② 設計図書等については、建設工事設計図書等複写機関名簿に記載された複

写機関において実費を負担した上で複写することができる。 

③ 閲覧期間は発注概要書に示すとおりとする。 

（６）設計図書等に対する質問及び回答 

設計図書等に対する質問・回答は、紙面により行うものとし、質問期限及び回

答期限は発注概要書に示すとおりとする。 

 

４ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 

免除する。 

（２）契約保証金 

   請負代金額の１０分の１以上(低入札価格調査を経て契約を締結する場合に

あっては１０分の３以上)の金額とする。(ただし、公益社団法人秋田県農業

公社建設工事等競争入札心得第18第2項のいずれかに該当する場合は、免除

することができる。)なお、納付方法等については、秋田県財務規則の規定

に準ずるものとする。 
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５ 入札書等の提出等 

（１）提出方法 

発注概要書に示す提出先及び開札予定時刻までに、持参して提出すること。

なお、持参者は開札に立ち会わなければならない。 

（２）入札書に記載する金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（３）見積内訳明細書の提出 

見積内訳明細書を入札書の提出に合わせて提出すること。なお、提出方法につ

いては入札書の提出方法に準ずるものとし、見積内訳明細書の取扱いについて

は秋田県が定めた「入札時における見積内訳明細書の取扱要領」（平成２７年

３月２日建政－１９００）によるものとする。 

（４）その他 

①入札執行回数は、２回までとする。 

②開札の結果、入札参加者が１者であった場合であっても、入札を執行する 

 ものとする。 

 

６ 落札者の決定方法 

（１）予定価格の制限の範囲内で入札した者（最低制限価格を設けた場合にあっ

ては予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者）

のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、入札

価格が最も低い者が２者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、

最上位者を落札候補者とする。 

（２）（１）の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有するこ

とが確認された場合であって次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者

を落札者とする。 

①落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされない

おそれがあると認められるとき 

②落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるお

それがあって著しく不適当であると認められるとき 

（３）（２）によっては落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲

内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者（該当する者

が２者以上である場合は（１）後段の方法により最上位者を決定する。ただし、

当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者

とする。）を落札候補者とし、（２）の確認等を行うものとする。 

（４）落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。 
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（５）契約担当者は、（２）において入札参加資格を有しないことと決定したと

きは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落

札候補者に通知するものとする。 

（６）（５）の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して２日（秋田

県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例第２９号）第１条第１項に規定す

る県の休日（以下「休日」という。）を含まない。）以内に、契約担当者に対

して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することが

できる。なお、（５）の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっ

ては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して１０日（休日を含まな

い。）以内に、契約担当者に対して苦情の申立を行うことができる。 

（７）落札者となった者は、秋田県税に滞納がないことを証する書面及び社会保

険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければならな

い。 

 

７ 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格がないことが確認された者が行った入札 

（２）開札日から落札決定の日までの間において、２に掲げる要件を満たさない

こととなったことが確認された者の行った入札 

（３）同一の入札について２以上の入札を行った者の入札 

（４）同一の入札について２人以上の入札者の代理人となった者の入札 

（５）談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札 

（６）入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標

金額を訂正した入札 

（７）委任状を持参しない代理人の行った入札 

（８）記名押印を欠く入札 

（９）入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札 

(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

 

８ 配置予定技術者について 

（１）落札者は、入札参加資格確認申請書等に記載した配置予定技術者を当該業

務に配置しなければならない。 

（２）入札参加者は、他の業務の入札において落札したことにより入札参加資格

確認申請書等に記載した配置予定技術者を本業務に配置することができなく

なった場合は、その旨を速やかに契約担当者に報告しなければならない。 

（３）本業務に技術者を配置することができなくなった入札参加者がすでに落札

決定されているときは、当該落札者のした入札は無効とみなすものとする。 
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９ その他 

（１）入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。 

（２）入札参加資格に関するヒアリングは実施しない。ただし、必要と認めた場

合には説明を求めることがある。 

（３）履行期限は事情により変更することがある。 

（４）入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得を遵守しなければならない。 

（５）発注概要書により低入札価格調査制度を適用する場合にあっては、制度の

運用について、公益社団法人秋田県農業公社建設コンサルタント業務等に係る

低入札価格調査実施要綱、及び公益社団法人秋田県農業公社建設コンサルタン

ト業務等に係る低入札価格調査実施要領によるものとし、入札参加者が低入札

価格調査の対象となった場合は、調査の円滑な実施に協力しなければならない。

低入札受注（低入札価格調査を経て契約を締結することをいう。）が繰り返さ

れた場合は、「指名の基準に関する運用基準について」に基づき、指名差し控

えの措置を講じるものとする。 

（６）発注概要書により最低制限価格制度を適用する場合にあっては、制度の運

用について、公益社団法人秋田県農業公社建設工事等競争入札事務の取扱いに

よるものとする。 

（７）落札決定通知日は事情により変更することがある。 

（８）落札決定から契約締結までの間において、落札者が２に掲げる要件を満た

さないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないこ

とができる。 

（９）本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、規

則及び秋田県農業公社建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札実施

要綱の定めるところによる。 
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発 注 概 要 書 

 

１．入札に付する事項 

委託番号 令和８年度  Ⅰ第92101号 

業務名 湯沢地区 畜産環境総合整備事業 業務委託 

委託箇所 湯沢市酒蒔 地内 

業務概要 家畜排せつ物処理施設等建築工事監理業務  1式 

予定履行期限 令和８年１２月２５日 

最低制限価格 該当 最低制限価格を設定している 

低入札価格調査 該当有無 該当なし 

入札参加形態  単体 

電子入札 該当有無 該当なし 

電子閲覧 該当 公益社団法人秋田県農業公社ホームページ上で閲覧 

 

２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる条件および入札説明書に掲げる条件をすべて満たしている

者であること。 

秋田県入札制度実施 

要綱・有資格者名簿 

登載業種 建築関係建設コンサルタント業務 

登載部門 建築一般 

法令等の規定による 

登録 

登録規程等 建築士法（昭和２５年法律第２０２号） 

登録部門 一級建築士事務所 

建築士事務所の 

所在地 

秋田県内に有する 

営繕工事設計業務執行能力評価要領による評価点 ― 

配
置
予
定
技
術
者
の
資
格
・
経
歴 

管理技術者 

資格要件 一級建築士 

実績要件 
特定畜舎等建築物(堆肥舎、飼養施設、搾乳施設等)

の建築工事設計業務若しくは建築工事監理業務 

主
任
技
術
者 

建 築 資格要件 ― 

構 造 資格要件 ― 

電 気 資格要件 ― 

機 械 資格要件 ― 

担
当
技
術
者 

建 築 資格要件 一 

構 造 資格要件 ― 

電 気 資格要件 ― 

機 械 資格要件 ― 
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３．入札参加手続き等                         （Ⅰ第92101号） 

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
等 

提出書類等 

ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式１号、必須） 

イ 同種又は類似業務の実績 

（様式２号 及びその添付書類、該当有の場合） 

ウ 配置予定技術者の資格・業務経歴等 

（様式３号 及びその添付書類、必須)  

提出期日 令和８年６月３０日(火曜日) 午後４時まで必着 

提出方法及び 

提出先 

申請書等は、公益社団法人秋田県農業公社ホームページよりダウンロ

ードしてください。必要事項を記入の上、郵送、持ち込み又はＦＡＸ、

メールで各１部提出してください。なお、ＦＡＸ、メールによる場合

は、入札時に正規書類の提出をお願いします。 

 

提出先  〒010-0951 秋田市山王４丁目１番２号 

      公益社団法人秋田県農業公社 畜産部 施設整備課 

    ※詳細は末尾記載事項を参照のこと 

設計図書等の閲覧 

期間 

令和８年６月１７日（水曜日）から 

令和８年６月３０日（火曜日）まで 

設計図書等に対する 

質問期限 
令和８年６月２３日（火曜日）午後４時まで 

設計書等に対する 

回答期限 
令和８年６月２４日（水曜日） 

入札書等の提出 開札日時に指定場所に持参のうえ、開札に立会いをお願いします。 

見積内訳明細書の 

提出 

該当 有 

※該当有の場合には、「公益社団法人秋田県農業公社建設工事等入札

心得」に示す見積内訳明細書を参考に作成し、入札書等と一緒に提出

してください。 

開札予定日時 

令和８年７月１日（水曜日） 午前１１時   

秋田市山王４丁目１－２ 

秋田地方総合庁舎 ６Ｆ  ６０２号会議室 

落札者の決定及び 

通知予定日 

令和８年７月２日(木曜日) 

※公益社団法人秋田県農業公社建設工事等競争入札心得による 
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そ

の

他 

入札参加の辞退 

入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出した

後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこ

とになったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあって

はその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。 

入札執行 

入札執行回数は、２回までとする。 

開札の結果、入札参加者が１者であった場合であっても、入札を執行

するものとする。 

入札、設計図書等に 

対する問い合わせ先 

〒010-0951 秋田市山王４丁目１番２号  

公益社団法人秋田県農業公社 畜産部 施設整備課 

電話番号    :  018-893-6214 

ﾌｧｸｼﾐﾘ     :  018-895-7210 

電子メール    : nyusatu@ak-agri.or.jp 
ホームページ  : http://www.ak-agri.or.jp/ 

 

４．本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、同規則及び公益社

団法人秋田県農業公社建設コンサルタント業務等条件付き一般競争入札実施要綱の定めると

ころによる。 

 

５．その他 

入札にあたっては、「公益社団法人秋田県農業公社建設工事等入札心得」や「公益社団法

人秋田県農業公社建設コンサルタント業務等に係る低入札価格調査取扱実施要綱」などを熟

知のうえ行うものとする。また、不明な点は上記あてに照会すること。 
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